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民
法
第
九
七
三
條
の
意
義

峯

岸

治

三

欝）

邑
森
癒
鍔
肇
彗
葎
〔
昭
和
士
隼
四
旱
四
昊
饒
箋
羅
麟
隻
鑑
）
（
蕪
難
騨
翻
騰
誌
灘
鰍
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
　
係
撃
露
寳

　
被
相
続
人
た
る
訴
外
邑
本
松
二
郎
は
昭
翻
隅
隼
六
月
十
二
日
死
亡
し
た
の
博
家
督
編
続
が
棚
嬉
し
潅
む
そ
ζ
で
も
遇
本
義
一
（
鞍
上

魯
人
．
被
趣
訴
人
・
被
告
〉
を
相
綾
人
と
し
て
そ
の
編
縫
層
を
當
時
義
一
の
親
権
者
で
あ
っ
海
、
故
秘
二
郎
の
妻
邑
本
畢
黒
が
昭
翻
霞
年

八
旦
一
百
に
爲
し
尭
の
で
あ
つ
た
o

　
弛
方
故
松
二
郎
と
そ
の
妻
ト
晟
と
の
闇
鵜
は
、
明
潰
濫
十
匠
年
五
月
五
日
圏
生
の
長
女
ヒ
テ
が
あ
つ
た
嚢
、
蒙
督
を
相
績
鷺
し
む
ぺ

む
男
子
が
難
か
、
つ
驚
か
ら
、
妻
ト
罵
と
典
に
邑
本
辮
逡
（
上
告
人
。
痙
訴
人
・
原
蕾
）
を
家
督
旛
績
入
艶
ら
し
む
る
隅
的
を
以
て
養
苧
と

し
（
養
嗣
予
）
，
且
つ
膚
ヒ
テ
と
婚
姻
せ
し
め
大
疋
二
年
丸
甥
一
β
η
養
子
鰭
磁
及
鷺
婚
癩
ヲ
併
セ
テ
履
縄
ツ
ル
趣
冒
ヲ
製
チ
譲
穿
磐
婿

養
孟
羅
婚
姻
ノ
届
幽
ヲ
爲
3
距
の
馨
も
右
灘
め
欧
第
矯
あ
嘉
勢
，
綾
禰
観
人
墾
簾
婁
督
櫨
辮
駿
に
於
羅
綴
す
餐

で
融
つ
駕
、
號
暴
相
縫
す
ぺ
遭
牲
質
の
も
の
で
ぱ
菰
い
か
ら
、
欝
慧
纏
義
庭
封
し
家
督
細
績
隅
復
の
訴
を
餐
趨
レ
海
の
で
あ
つ
て
・

　
　
　
　
　
属
濾
一
鑛
え
七
翼
燦
の
盤
纏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
膣
汎
幽



σi綬り

　
　
　
　
　
鴇
盤
”
鋸
〃
九
七
黛
趨
晒
の
鷹
覇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
㍗
《
嵩

綾
局
精
綴
人
ぱ
辮
邉
か
裁
幽
か
と
讃
ふ
の
潔
繋
黙
で
あ
る
⑫

　
そ
ヒ
響
、
こ
も
膿
一
嘗
し
℃
綴
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
ζ
と
轄
竪
義
一
ぼ
蛤
め
松
農
灘
と
妻
｝
鵬
と
の
臨
の
魏
鐵
子
豊
し
で
騒
幾
ら
れ
で
ゐ

艶
一
嚇
㌦
嚢
恥
督
相
纏
属
“
隅
後
起
麗
つ
て
函
ダ
籍
訂
一
出
に
依
⑳
麟
届
器
麟
と
辮
”
本
ナ
勲
豊
⑳
闇
騰
総
銑
Y
驚
ス
　
子
響
訪
つ
電
励
鵡
鵬
子
と
曹
赴
鞍
訟
醒
て
覆

る
こ
と
て
あ
る
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
宴
件
⑳
経
爆

　
第
一
審
翁
所
陀
る
編
岡
地
方
裁
鵯
既
小
倉
賓
部
で
ぱ
松
二
郎
及
び
そ
の
妻
》
鑑
a
臓
轡
辮
邉
義
の
養
子
癒
鰻
臆
も
縦
令
欝
造
を
蒙

督
相
綴
人
た
ら
し
む
る
目
的
を
以
て
爲
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
つ
た
と
し
宅
魁
、
霜
養
子
鯨
翻
は
被
欝
義
脚
の
擁
鷺
愛
の
駕
泌
鵬
爲
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
ぺ
く
、
從
つ
て
原
轡
鋳
縫
ぱ
右
≧
テ
に
封
す
る
先
履
健
蒙
督
相
綾
入
に
優
莞
し
宏
騒
麟
二
郎
⑳
蒙
督
網
綾
人
た

り
得
な
恥
の
は
勿
論
脅
あ
る
⑫
而
し
｛
、
被
告
義
凶
膿
右
鷺
愛
に
謝
し
て
、
驚
瀬
健
相
繊
人
脅
あ
お
と
と
繧
亀
第
九
七
〇
篠
に
照
し
て

明
か
で
あ
る
か
ら
》
義
一
は
辮
邊
の
松
二
郎
に
封
す
る
案
督
相
緩
構
を
侵
害
し
海
こ
と
鵬
賦
激
ら
激
“
⑪
大
鰹
窟
の
や
弓
潅
理
由
響
ヤ

原
壱
の
請
求
ぱ
棄
却
せ
ら
れ
た
の
響
あ
る
o
之
に
鋤
し
原
告
は
捧
訴
を
し
た
の
噂
あ
ゐ
が
、

　
第
二
審
裁
判
所
驚
る
憂
崎
擦
騨
院
は
「
欝
院
モ
亦
原
刺
決
ト
同
㎝
理
由
論
依
り
鍵
騨
人
ノ
取
誘
講
謙
ヲ
炎
欝
ナ
夢
↑
認
ム
』
と
欝
し
、

第
一
審
の
判
決
を
支
持
し
、
等
し
く
撚
訴
入
の
講
求
に
封
し
棄
却
の
刺
決
を
興
へ
凌
。
篶
恥
鵬
於
て
、
塾
訴
人
賦
逡
に
上
巻
す
る
こ
と

亀
な
つ
た
が
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
る
は
、
大
龍
左
の
諸
黙
に
在
む
と
嚢
ひ
褐
る
㊨

　
（
一
）
　
婿
養
子
縁
組
に
は
二
種
瀞
あ
る
o
法
定
の
推
定
家
督
相
績
人
た
る
男
子
蕪
透
鴛
め
翠
純
な
る
養
子
を
爲
し
縄
ぺ
智
場
合
に
於

て
爲
し
た
る
婿
養
子
が
其
凶
で
あ
る
o
濃
定
の
推
定
家
督
絹
綴
人
た
る
男
子
が
あ
る
爲
め
翠
麗
な
る
養
子
を
爲
し
狸
ぎ
る
場
合
艦
於
段

る
零
養
子
が
其
二
で
あ
る
o



σ翻ウ

　
（
二
）
民
蟄
第
允
七
三
傑
は
右
の
場
合
の
う
も
、
其
二
に
憐
て
の
轟
遽
用
せ
ら
る
嵩
も
の
讐
齢
ウ
《
讐
蕪
㈱
に
樋
て
臆
適
溺
雌
な
い
．

そ
と
で
、
本
件
を
考
察
す
る
と
其
一
の
場
合
旙
麗
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
刹
決
が
之
鵬
第
丸
七
菖
篠
の
適
糊
訪
強
と
し
で
辮
艦
の

相
続
櫃
を
否
定
し
た
の
ぼ
逡
法
で
あ
る
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
罵
　
実
響
院
の
毘
解

　
火
審
院
は
こ
の
上
告
事
件
に
封
し
て
如
何
な
る
態
慶
を
採
つ
驚
か
o

　
先
づ
」
賞
然
的
嫡
禺
子
ト
人
鰯
的
嫡
偶
子
』
と
の
聞
に
は
裁
然
た
る
差
異
が
あ
る
㎏
ζ
⑳
叢
異
櫨
溝
律
上
之
莚
認
め
ざ
る
を
錫
な
恥

か
ら
し
て
零
養
子
も
宥
数
と
曹
ざ
る
を
得
な
“
課
で
、
こ
の
人
爲
的
鏡
幽
子
を
鶴
め
る
の
嘘
帆
つ
の
擬
劒
繋
あ
る
が
鷺
擬
欄
ノ
懸
照
農

ハ
・
鐵
カ
ラ
ナ
ル
翻
限
ア
リ
」
と
し
、
ヒ
の
劇
限
の
贈
場
合
が
第
九
七
三
燦
だ
と
嚢
ふ
ζ
と
を
前
騰
と
し
、
、
今
藩
ツ
央
ノ
擬
翻
ヲ
執
脇
テ

幽
・
路
渣
進
ス
ル
ト
ギ
ハ
』
零
養
子
縁
闘
嘗
時

パ
一
）
己
舗
存
在
セ
ル
法
定
推
定
家
督
相
鞭
人
ト
難
暗
ソ
レ
カ
嫡
鱒
ノ
男
子
ナ
ラ
サ
ル
限
り
難
ク
興
ノ
相
綾
灘
ヲ
失
鷺

　
（
二
）
　
叉
鞭
令
實
男
子
ア
聾
ト
暗
宕
ノ
縫
阻
後
畢
生
》
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
繭
ク
ル
ト
習
恥
協
論
無
ク
翻
甥
絹
綾
権
ヲ
取
得
ス
ル
誘
か

　
　
　
　
能
ハ
サ
ル
ハ
賭
易
キ
ノ
麗
ナ
ラ
ス
ン
ハ
プ
ラ
ス
」

と
し
冷
之
に
封
し
民
法
第
丸
七
三
條
彊
存
在
し
で
ゐ
て
右
の
如
蓬
結
築
を
生
曙
し
め
ぬ
の
賢
あ
つ
て
も
之
は
『
鶴
篭
舞
勇
法
律
爵
齪
ノ

藁
呂
如
カ
ス
自
然
ノ
寛
呂
人
爲
轟
勝
ル
ヲ
顧
・
・
、
タ
ル
ノ
致
ス
ト
コ
鋸
一
一
葬
ス
ツ
テ
飼
ツ
ヤ
も
と
爲
し
塾
蕩
し
葡
示
「
（
脚
）
ノ
場
合
《
漉

存
ノ
相
綾
構
ヲ
動
勇
サ
ス
唯
（
二
）
ノ
場
合
論
於
テ
ノ
電
絹
鱒
権
《
之
ヲ
取
碍
噸
サ
ル
ナ
リ
上
瞬
ハ
ハ
冊
ハ
獅
露
自
家
鐘
著
認
葬
レ
ハ
則

チ
匿
別
ナ
キ
匪
麗
ヲ
樹
テ
ン
ト
ス
ル
鮨
ノ
譲
テ
助
可
ナ
ラ
ン
島
と
し
ズ
そ
の
毘
欝
で
激
㎞
こ
と
壷
畿
蓮
レ
て
ぬ
偽
、
癒
し
て
，
、
炎
レ
繰

趨
ト
婚
姻
ト
興
ノ
時
ヲ
異
轟
ス
ル
ト
鞭
ハ
縦
含
孚
劉
ノ
差
ア
リ
ト
壕
彼
，
馳
轟
先
ン
翼
レ
ハ
野
ハ
鼻
内
婚
姻
塾
ナ
リ
馳
、
媛
塾
莞
ン
ス

　
　
　
　
　
民
法
第
九
七
三
鎌
の
愈
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畿
八
露



鴫勲ゆ

　
　
　
　
　
鼠
溢
皿
欝
“
塊
七
三
一
娠
の
壷
麗
縄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畿
八
濁

膨
、
群
牙
伽
夫
嬬
養
子
手
ッ
テ
新
轟
入
簸
（
妻
ハ
復
籍
）
ウ
架
ル
ナ
謬
是
麟
毛
培
養
子
柵
爬
露
ス
婿
鶯
子
ト
ハ
蜷
ヲ
懸
7
篤
秒
婚
鋼
及
ヒ
繰
繊

轟
轟
婆
ラ
ス
時
ヲ
闘
フ
ス
ル
婚
姻
及
陰
磯
磁
ヲ
外
鍋
シ
テ
叉
塘
養
子
ア
々
コ
｝
無
戯
繰
鰻
き
婚
嬬
臨
併
む
縄
織
ル
ノ
慧
思
ハ
虚
ヲ
有
璽

劇
勇
署
養
子
ノ
属
幽
ヲ
駕
う
激
異
之
ヲ
窟
専
リ
シ
上
葵
．
論
3
實
騰
醗
爵
容
サ
露
虫
藤
ヲ
敢
テ
莞
ナ
畢
爾
ラ
サ
気

叢
偲
保
荷
筆
法
律
ケ
敷
力
愚
興
芸
手
る
試
言
共
藻
柔
蓼
さ
皇
電
解
叢
し
三
盤
廓
豪
督
霜

鐘
人
引
被
慨
曇
人
昌
シ
テ
上
青
人
ナ
ラ
サ
卿
ヤ
疑
ヲ
容
ル
布
露
ラ
ス
班
論
（
撮
罵
ス
ル
厩
曲
無
か
輪
と
上
沓
人
の
童
蚕
を
贈
鐡
し
上
告

棄
却
の
制
決
遼
し
距
の
で
、
ヒ
走
絹
績
人
膿
鷹
子
義
ぞ
あ
2
婿
養
言
辮
幾
野
窪
薯
と
が
磯
窟
し
海
。

壽選焉お

金
つ
繍
難
嘉
、
響
遙
露
礁
學
器
る
か
の
警
醗
髭
毒
盗
、
馨
嚢
媛

藷
整
歯
り
縢
子
叢
塵
嘉
籍
慢
毒
理
由
第
二
黙
は
僚
判
婆
毒
人
究
響
着
垂
叢
箕
ヲ
謬
多
盤

拘
ラ
畠
被
告
ヲ
以
テ
松
二
郎
ノ
騰
単
ナ
リ
ト
難
メ
興
ノ
絹
綬
構
ヲ
肯
定
シ
タ
ル
ハ
逮
法
ナ
リ
」
と
虫
張
し
海
洋
，
大
審
院
《
－
来
恥
興

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

ノ
妻
ナ
蓼
姜
雫
ノ
聞
垂
レ
タ
孝
美
購
爵
其
7
嫡
潤
子
診
薦
夢
盈
卑
壷
美
、
脚
撃
営
該
戸
籍
箆
．
曇
芝

ヲ
樹
”
己
ノ
子
ト
シ
テ
認
ム
ル
ノ
窟
恩
グ
表
示
ッ
タ
ル
認
ト
ハ
’
之
ヲ
肯
定
ス
ル
晶
蝕
γ
サ
之
ヲ
以
少
私
総
子
誕
知
ト
解
ス
ル
昌
於
テ
何
ノ

妨
カ
コ
レ
ア
ラ
ム
』
と
し
㌧
こ
函
で
魅
露
『
斯
論
（
－
探
用
ス
ル
昌
由
無
シ
」
と
し
て
上
欝
羅
曲
塗
帰
鯵
海
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圏
研
　
　
魔

　
民
法
第
九
七
三
條
は
法
丈
そ
れ
趨
騰
辮
不
明
瞭
で
あ
る
爲
め
、
そ
の
適
用
上
兎
角
疑
闘
を
蛮
じ
易
“
ご
と
ば
．
醗
に
幽
般
栂
認
め
ら

即
て
を
る
と
こ
ろ
饗
あ
る
o

　
民
法
は
そ
の
第
八
三
九
條
に
於
て
は
「
女
場
』
と
嚢
ふ
欝
葉
を
使
鋸
し
、
第
九
七
薫
繰
で
纏
－
姉
妹
ノ
欝
擁
昌
筑
ル
養
子
繰
韻
し
と
爵

ひ
表
し
、
更
に
第
七
八
八
條
第
二
頓
、
第
八
＝
藻
第
一
〇
號
、
第
轟
五
外
蝶
及
び
第
汎
虞
虞
蝶
錦
九
號
畢
は
『
署
養
子
」
竜
云
ふ
麟
を



（甑）

用
ひ
駕
を
る
が
、
之
等
「
女
塙
」
「
姉
妹
ノ
爲
メ
昌
ス
ル
養
子
縁
組
』
「
婿
養
子
」
の
慧
讃
現
方
法
纏
そ
の
蟹
質
を
固
膨
く
す
る
も
の
で
訪

の
て
、
た
聖
表
観
方
法
が
異
る
丈
で
あ
る
。
從
つ
て
、
第
九
七
三
傑
が
婿
養
子
の
相
績
権
に
勧
て
麹
を
畿
け
艶
規
定
で
あ
る
ヒ
と
櫨

今
鷺
論
事
る
を
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
，
第
九
七
三
條
が
適
用
舷
ら
る
べ
書
場
合
を
考
案
し
で
見
る
に
、
先
づ
次
の
二
場
合
鵬
健
で
膿
異
論
ぽ
な
い
と
悪
絵
れ
籍
o

　
ざ
ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
第
鱒
　
妹
の
爲
め
に
す
お
塚
養
子
に
依
つ
て
媚
の
相
綬
…
穰
添
害
曹
ら
れ
ぬ
場
合
、
之
は
鼓
ふ
畿
で
鶴
駿
く
姉
淋
法
定
の
推
定
案
督
絹

練人

で
あ
る
と
む
で
あ
る
。
而
し
て
亀
ご
の
場
合
に
は
第
九
七
三
條
は
問
題
な
く
ス
ラ
！
、
と
演
瑠
簡
ら
る
～
で
あ
ら
う
、

　
鮎
ゆ

　
第
二
姉
の
爲
め
に
す
る
培
養
子
に
依
つ
て
妹
の
相
続
櫨
が
害
せ
ら
れ
ぬ
場
合
o
姉
が
法
黛
の
推
鷺
蒙
督
相
綾
人
で
あ
つ
て
零
養
子

を
し
宅
も
、
之
．
に
因
つ
て
妹
の
相
綾
櫨
ほ
害
せ
ら
る
』
と
云
ふ
間
題
を
生
じ
得
な
魑
偉
鍍
に
、
か
鬼
る
場
合
は
第
九
七
三
僚
の
適
罵
範

園
外
で
置
る
ひ
從
つ
て
、
姉
の
埼
養
子
に
依
ゆ
妹
の
相
続
櫨
が
害
せ
ら
れ
ぬ
場
合
と
蓉
ふ
の
は
、
妹
難
襲
定
の
推
定
家
督
絹
綾
人
の
と

麿
で
あ
る
か
シ
・
妓
が
塵
除
せ
ら
れ
海
る
場
合
の
如
逢
で
あ
2
、
笙
に
比
す
れ
ぽ
箏
み
場
合
は
鹸
ゆ
多
く
は
融
る
窺
恥
・
し
か

し
、
こ
の
場
合
に
骨
て
の
第
．
九
七
黛
燦
の
遙
用
も
亦
間
題
は
な
“
o

　
要
ず
る
に
、
膚
の
二
場
合
に
樗
て
の
第
九
七
三
條
の
適
用
に
封
し
電
ぱ
異
諭
は
あ
の
碍
額
魑
と
聴
へ
ら
る
篤
畠

　
ロ
の

　
第
三
・
姉
又
は
妹
の
錫
め
に
培
養
子
を
欝
し
そ
の
後
に
優
男
子
麟
生
れ
激
場
合
⑪
ζ
の
場
合
に
億
《
の
第
九
七
三
傑
の
遽
沼
に
饗
し

て
は
從
來
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
、
之
瀞
同
條
の
主
要
論
瓢
を
爲
し
て
を
る
も
の
と
愛
へ
る
の
で
ぱ
な
海
易
弓
か
篇
即
ち
翻
燦
羅
駈

灘
埋
定
声
推
定
案
督
糟
綴
人
」
と
は
屠
養
子
縁
齪
嘗
降
を
標
準
と
し
て
定
寒
豊
響
あ
る
か
・
叉
ぱ
絹
綾
醐
婚
欝
時
を
穰
準
と
し
て

定
る
の
で
あ
る
か
萄
之
緯
依
つ
て
、
右
の
場
合
家
督
絹
縫
人
ぱ
屠
養
子
か
實
子
旗
と
韓
ふ
問
題
が
解
決
せ
薩
為
蕊
の
噂
訪
る
摩

　
之
に
何
邊
蓮
醗
は
竃
子
を
以
て
蒙
督
獺
緩
人
と
鴬
す
の
で
あ
つ
で
、
制
鯛
及
撰
海
曹
禽
決
講
蚤
大
畿
鵡
於
で
懸
蹴
を
実
蒜
す
愚
魯
⑳

　
　
　
　
　
民
法
麟
九
雲
一
擁
の
憲
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐
冗
灘



（鵬）

　
　
　
　
　
昆
法
第
力
七
一
昌
燦
の
鷺
鵬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
凡
穴

会
へ
委
路
鷲
霞
蝶
藍
簗
蟹
融
蒙
齢
難
叢
薄
）
．
し
か
し
、
お
黙
将
蓬
畿
嚢
奎
張
義
る
奪

に
な
つ
た
o
即
ち
穗
積
博
士
は
右
の
如
豊
場
合
に
於
て
は
、
家
督
相
績
人
は
必
し
も
賓
子
と
隣
る
ぺ
嚢
も
の
で
は
な
㎞
と
せ
ら
る
る
o

～
層
養
子
繰
組
後
貴
男
子
力
生
レ
ク
ル
場
合
晶
ツ
イ
テ
ハ
，
閥
題
ノ
埼
養
子
縁
認
力
躍
謡
女
婿
ト
ス
ル
欝
メ
繍
ナ
サ
レ
タ
ル
愚
ノ
カ
或

ハ
俳
”
セ
テ
嗣
子
ト
ス
ル
“
篇
メ
昌
ナ
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
カ
ト
云
フ
鑑
㎜
趙
當
時
ノ
皿
冨
事
者
ノ
意
田
轡
一
從
ツ
テ
民
法
第
九
七
三
條
ノ
適
駕
ア
リ
ヤ

奪
ヲ
婆
ヘ
シ
』
と
苫
を
の
ε
晶
離
鍍
疑
馨
讐
強
鍵
）
之
矯
肇
難
轟
馨
馨
驚
奮
、
縫

組
費
事
者
の
窟
思
を
解
鰯
し
て
嗣
子
と
す
る
目
的
で
あ
つ
た
か
否
か
に
依
り
、
相
縷
櫨
の
有
無
を
定
め
や
う
と
せ
ら
る
ふ
の
で
あ
る
。

そ
ヒ
で
、
こ
の
娩
は
養
子
に
二
種
を
認
め
て
軍
純
養
子
と
餐
嗣
子
と
に
匠
罰
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
上
か
嵩
る
麗
鋼
を

認
め
得
ら
る
ふ
か
ど
う
か
疑
問
で
は
な
か
ら
う
か
o
こ
の
故
に
も
改
正
要
綱
に
於
て
は
特
に
餐
調
子
乏
翠
純
な
る
養
子
と
を
匿
溺
し
ょ

う
毒
書
景
雍
零
募
妻
黄
墾
肇
）
、
從
つ
て
、
着
本
禦
、
暴
整
麗
撃
異
の
整
罐
馨

る
高
ぢ
贅
霞
め
セ
と
惹
苫
巽
義
轡
霧
譲
畠
（
灘
離
鰯
瀞
、
鞭
蚕
騎
麹
畷
位
・
）
，
詮
続

か
無
理
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
o

　
署
餐
子
紀
前
示
の
如
く
翠
純
な
る
養
子
と
養
嗣
子
と
を
認
め
、
具
盟
的
場
合
臆
於
て
果
し
て
そ
の
敦
れ
の
も
の
で
あ
つ
た
か
を
決
定

す
る
こ
と
は
、
穂
積
簿
士
も
云
は
る
ム
如
く
、
『
何
を
以
て
縁
組
嘗
時
の
當
事
者
の
意
恩
を
鼓
滝
す
る
こ
と
が
幽
來
る
か
、
と
の
批
難
が
あ

ら
う
。
』
書
喬
埜
鮭
醤
し
匠
歪
の
推
婆
設
婆
あ
間
嬰
糞
し
葦
毒
薯
あ
で
あ
る
（
翻
盤
鍛

韓
摯
略
叢
麩
．
し
か
し
乍
ら
、
か
く
の
勢
難
の
爵
藷
辛
嚢
識
葉
窪
慧
藷
輪
ゑ
彦
ε
盈

ど
う
か
、
私
は
こ
の
鮎
に
付
て
も
疑
ひ
を
有
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
o
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岩
田
博
士
ぱ
『
民
法
第
九
七
三
條
は
第
八
三
九
條
と
の
封
比
に
於
い
て
解
繰
せ
ら
る
ぺ
鳶
焼
窟
で
あ
る
o
：
：
故
に
法
定
推
定
家
督

額
人
の
潔
縞
隻
編
謬
攣
3
醤
然
君
る
』
毒
ら
套
（
鯛
謹
魏
護
轄
趣
．
そ
こ
で
、
第
八
三
轟

の
法
定
推
定
家
督
相
績
人
は
養
子
縁
組
當
時
を
以
て
擦
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
九
七
還
條
の
法
定
推
定
家
督
相
績
人
も
亦
圃

檬
に
解
す
ぺ
豊
で
あ
る
。
即
ち
『
場
養
子
縁
組
の
時
に
現
存
す
る
養
親
驚
る
戸
主
の
直
近
の
相
続
人
を
指
す
の
で
あ
つ
て
，
本
制
決
の

響
象
如
く
嚢
摺
の
鷺
於
2
蕊
人
を
指
お
で
髪
ど
毒
象
あ
で
あ
ゑ
矯
箏
し
登
宏
、
第
九
七

三
傑
の
法
定
推
定
家
督
相
績
人
は
第
八
三
九
條
の
そ
れ
と
全
く
同
一
標
準
に
依
る
こ
と
を
要
す
お
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
、
第
八
三
九
條

と
第
九
七
言
傑
と
は
相
互
に
或
る
程
度
の
關
係
を
有
し
て
を
る
か
ら
、
第
九
七
三
條
の
解
繍
に
於
て
も
第
八
三
九
鋒
と
の
關
係
を
考
慮

す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ら
弓
o
さ
り
な
が
ら
、
法
定
推
定
家
督
相
続
人
を
定
む
ぺ
ま
標
準
に
付
て
は
、
爾
藻
各
淘
そ
の
特
殊
な
事
情
を

謝
酌
す
ぺ
豊
で
は
な
か
ら
う
か
o
即
ち
、
第
八
三
九
條
に
於
て
は
養
子
縁
組
當
時
を
標
準
と
し
て
法
定
推
定
家
督
絹
綾
人
を
定
む
ぺ
き

で
あ
る
o
然
ら
ざ
れ
ぱ
、
縁
組
當
時
男
子
が
な
く
と
も
後
に
男
子
の
出
生
す
る
こ
と
に
依
り
、
右
養
子
は
「
軍
に
相
績
鞭
を
失
ふ
に
止

皇
妻
、
築
莞
磨
反
す
悪
2
し
て
、
鐙
あ
禦
舞
警
ホ
毒
纏
讐
琶
』
馨
で
蓼
2
（
雛
難

攣
O
慮
鼎
煙
輩
．
か
く
て
は
、
第
登
嚢
は
あ
藷
墨
美
ふ
垂
ゑ
一
琴
砺
げ
蓼
a
。
整
、
あ
場
合
に

は
法
定
推
定
家
督
人
は
、
ど
う
し
て
も
餐
子
縁
組
當
時
を
標
準
と
」
て
之
を
決
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
第
九
七
三
條

の
錫
合
に
は
、
先
づ
第
九
七
〇
條
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
o
郎
ち
、
第
九
七
三
條
は
第
九
七
〇
條
の
一
殻
原
則
に
劉
す
る

例
外
規
定
た
る
は
今
更
糞
ふ
ま
で
も
な
㎞
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
、
如
何
な
る
錨
に
付
豊
一
般
原
則
に
封
す
る
例
齢
響
訪
る
か
と
嚢

へ
ぱ
、
申
す
を
で
も
な
く
相
綾
順
位
に
付
て
讐
あ
る
o
と
こ
ろ
添
、
相
綾
順
位
の
聞
題
は
常
に
霜
綾
開
鎗
當
時
を
標
準
と
し
て
決
定
せ

　
　
　
　
　
厩
法
錨
塊
七
一
昌
億
の
憲
嚢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵩
八
七



ωめ

　
　
　
　
　
昆
淺
察
允
七
三
僚
の
潔
鵜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵩
八
八

ら
る
ぺ
き
問
題
で
あ
る
o
從
つ
て
、
第
九
七
〇
僚
に
定
め
ら
れ
海
る
縮
鰭
一
麟
位
も
相
綾
開
始
欝
時
を
藻
準
と
し
て
を
る
巷
の
な
る
ご
と

ぽ
勿
論
で
あ
る
2
敵
に
、
第
九
七
三
僚
に
於
て
も
相
綾
開
始
當
時
を
標
準
と
し
て
相
綾
人
を
定
む
る
ζ
と
に
付
で
ぼ
第
九
七
〇
條
と
異

ら
ぬ
が
》
た
勢
そ
の
定
る
ぺ
き
絹
綬
人
の
贋
位
が
一
般
原
則
と
異
る
の
み
で
あ
る
。
從
つ
て
、
塘
養
子
縁
粗
後
相
縫
開
婚
當
時
鷹
實
男

子
撃
存
在
ず
轟
ぱ
、
婿
養
子
は
か
、
る
實
男
子
に
優
先
し
て
相
綾
な
し
得
な
塾
と
云
ふ
通
読
の
見
解
は
、
第
九
婁
嚢
の
解
羅
と
し
て

は
蕊
露
と
云
ふ
ぺ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
o
勿
論
、
第
九
七
三
條
の
規
定
そ
れ
自
身
は
極
め
て
腰
味
な
る
黙
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
改
髭
は
望
皇
し
い
こ
と
で
あ
り
、
叉
そ
の
際
に
ぼ
後
か
ら
生
れ
た
震
男
子
と
の
關
係
に
韓
て
も
明
瞭
に
定
む
ぺ
琶
で
あ
る
が
、
現
樫

の
ま
墨
で
は
題
読
が
最
も
愛
雷
で
は
な
か
ら
う
か
o

　
　
　
　

第
四
鮪
ヌ
は
妹
の
爲
め
に
婿
養
子
を
駕
七
そ
の
後
に
鷹
子
あ
る
に
至
む
た
る
場
合
。
お
場
含
も
醜
に
實
男
子
が
常
に
署
餐
子
に

優
先
す
る
も
の
と
決
定
し
た
以
上
は
、
矢
張
り
廉
子
解
堵
養
子
に
優
先
す
る
も
の
と
蓉
は
ざ
る
を
鱒
な
い
。
蓋
し
廉
苧
ぱ
常
鵜
鯛
幽
女

子
醤
し
袈
虚
先
豊
倍
奮
奪
冨
る
（
鴫
聖
讐
．

　
礎
つ
て
、
本
件
の
如
く
縢
子
と
塙
養
子
と
の
相
綾
願
位
駕
営
て
の
問
題
に
於
て
は
、
庶
子
は
蝦
餐
子
に
優
先
す
る
も
の
と
考
へ
た
恥
。

ζ
の
貼
に
於
て
私
は
大
審
院
の
探
れ
る
結
論
を
是
認
し
た
く
思
ふ
の
で
あ
る
o

蟹
妻
績
睾
雲
奮
き
享
箋
し
毒
華
養
し
奮
響
・
あ
場
盒
撃
謡
霧
華
暴
學
た

る
身
分
を
取
得
す
る
も
、
私
生
子
た
る
法
定
推
定
家
督
相
績
人
の
相
綾
櫨
を
害
し
得
な
い
も
の
と
愛
ふ
べ
響
で
あ
る
◎
始
め
女
子
の
み

の
私
生
子
あ
り
、
そ
の
敦
れ
か
に
封
し
婿
養
子
を
爲
し
後
私
生
男
子
あ
る
に
至
り
た
る
と
き
も
亦
同
糠
な
ゆ
と
云
は
ね
ぱ
な
ら
ぬ
o

　
第
九
七
三
僚
は
右
に
述
ぺ
た
価
図
に
於
κ
そ
の
蓬
用
を
見
乃
の
で
⑫
つ
て
上
告
論
一
日
の
如
く
埼
養
子
に
二
種
を
認
め
、
法
定
推
定
家

督
相
親
人
た
る
男
子
の
宥
無
を
以
て
そ
の
麗
別
の
標
準
と
し
、
以
て
第
九
七
三
僚
の
適
用
の
有
無
を
定
め
ん
と
す
る
瀞
如
琶
は
當
を
霧



σ7の

た
る
も
0
と
は
云
へ
凌
で
あ
ら
う
。
そ
ヒ
で
、
前
に
も
一
冒
し
た
通
り
本
件
に
於
て
は
義
卵
を
以
て
相
綾
人
な
り
と
解
し
海
恥
が
、
・
大

審院ぱこ

の
場
合
頻
り
に
『
假
ノ
眞
昌
如
カ
ス
自
然
ノ
寛
晶
人
爲
昌
勝
ル
』
も
の
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
，
「
自
然
的
嫡
出
子
」
は
「
入

爲
的
嫡
出
子
』
と
同
凶
観
す
ぺ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
読
き
、
上
告
諭
旨
が
「
自
然
的
嫡
出
子
ト
人
爲
的
嫡
出
子
ト
ノ
聞
昌
ハ
砥
別
ヲ
設
ク
ヘ

キ
成
法
上
ノ
根
擦
無
シ
』
と
云
へ
る
を
非
難
し
「
自
然
的
嫡
出
子
ト
人
爲
的
嫡
出
子
ト
ノ
間
昌
ハ
超
ユ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
差
異
ノ
嚴
ト
シ
テ

存
ス
ル
ア
リ
』
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
第
九
七
三
條
に
關
し
か
く
の
如
く
右
爾
者
の
匠
別
を
力
読
す
る
必
要
が
あ
ら
う
か
。
元

來
所
謂
自
然
的
嫡
出
子
で
あ
つ
て
も
人
爲
的
嫡
出
子
で
あ
つ
て
も
、
第
九
七
〇
條
第
二
項
の
場
合
を
除
き
家
督
相
綴
挺
付
て
は
法
律
上

嘉
待
婆
苫
墾
募
a
．
之
響
美
饒
が
霜
葦
＋
二
皇
‡
日
笙
暴
覇
決
（
講
調
理
誰
）
．
に
於

て
「
民
法
第
九
七
三
條
ノ
法
定
推
定
家
督
相
績
人
ト
ハ
読
昌
家
督
相
綾
人
ノ
地
位
昌
在
ル
姉
叉
ハ
縁
組
後
昌
鐡
生
シ
タ
ル
實
男
子
ノ
如

キ
自
然
ノ
身
分
關
係
昌
因
リ
テ
家
督
相
綬
人
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
指
稽
シ
後
昌
養
子
縁
組
昌
因
リ
テ
養
子
ト
ナ
リ
ク
ル
男
子
ノ
如
ギ
人
爲
的

昌
嫡
出
子
ク
ル
身
分
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ヲ
包
含
セ
ナ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
』
ぺ
き
も
の
と
し
て
、
蜜
男
子
と
養
男
子
と
を
相
績
上
麗
別
し
、

婿
養
子
は
縁
組
後
出
生
し
た
實
男
子
に
は
優
先
出
來
な
い
が
、
縁
親
後
養
子
と
爲
つ
た
男
子
に
は
優
先
し
得
る
と
解
し
た
と
と
に
も
由

來
し
て
を
る
の
で
は
あ
妻
齢
（
撫
繊
雛
難
翻
辮
結
礁
畿
鼎
顎
絆
海
駿
畿
離
敵
鷲
誕
霧
甥
覧
微

継）。

し
か
し
乍
ら
、
右
刹
決
は
果
し
て
愛
當
な
り
や
否
や
疑
な
き
を
得
な
い
。
筍
も
培
養
子
に
し
て
後
に
禺
生
し
た
實
男
子
に
相
綾
上
優

先
出
來
ぬ
と
解
す
る
な
ら
ぱ
、
同
一
の
理
由
に
依
り
又
後
の
翠
純
な
る
養
子
に
も
優
先
出
楽
融
も
の
と
解
す
ぺ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
要
す
る
に
、
民
法
第
九
七
三
僚
は
婿
養
子
を
迎
へ
た
女
子
の
事
實
上
の
地
位
が
不
醤
に
向
上
す
る
と
共
に
鮪
他
方
に
於
て
本
架
の
法

定
推
定
家
督
相
続
人
邪
當
然
に
受
く
ぺ
き
利
釜
が
不
當
に
奪
は
る
玉
こ
と
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
o
故
に
、
現
行
法
上
は
醗
に
遠
ぺ

秀
語
く
塞
は
蟹
享
擾
季
歪
畠
な
つ
蓋
る
か
ら
（
鏡
二
。
難
）
，
摩
は
馨
孟
書
馨
覆
毒
孝
葦

あ
毒
す
ぺ
婁
盈
λ
聾
蟹
講
黎
簗
講
諺
騨
響
．

　
　
　
　
　
民
蟄
藁
九
七
竃
傑
の
窟
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
九


